
一

第
六

十

四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
六
十
四
号
議
案

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
二
年
二
月
十
九
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
に
つ
い
て
第
二
十
条
」
の
下
に
「
（
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
百
三
十
二
条
第
一
号
中
「
及
び
準
住
居
地
域
」
を
「
、
準
住
居
地
域
及
び
田
園
住
居
地
域
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
一
　
二
の
部
十
三

の
項
中
「
食
肉
錬
製
品
」
を
「
食
肉
練
製
品
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
七
　
五
の
項
中
「
及
び
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」
を
「
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」
に
改
め
、
「
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地

域
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
田
園
住
居
地
域
（
以
下
「
田
園
住
居
地
域
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
の
収
容
施
設
」
を
「
を
入
院
さ
せ
る

た
め
の
施
設
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
七
　
六
の
部
第
一
種
区
域
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
八
　
田
園
住
居
地
域

　
別
表
第
七
　
七
の
部
第
一
種
区
域
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
八
　
田
園
住
居
地
域

　
別
表
第
十
二
　
第
一
種
区
域
の
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と

し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
田
園
住
居
地
域
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二

　
別
表
第
十
三
　
一
の
部
第
一
種
区
域
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
田
園
住
居
地
域

　
別
表
第
十
三
　
二
の
部
第
一
種
区
域
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
八
　
田
園
住
居
地
域

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
　
二
の
部
十
三

の
項
の
改
正
規
定

及
び
別
表
第
七
　
五
の
項
の
改
正
規
定
（
「
の
収
容
施
設
」
を
「
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
よ
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

の
改
正
を
踏
ま
え
、
工
場
及
び
指
定
作
業
場
に
適
用
す
る
規
制
基
準
等
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


